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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　布地を処理するキットであって、
　ａ）自己拡張容器；および
　ｂ）少なくとも２×１０－５グラム／分の蒸気発生速度の蒸気を有する自己蒸気発生組
成物；
を備え、
　前記自己蒸気発生組成物が、
　ａ）３０重量％～８０重量％の鉄粉末；
　ｂ）０．５重量％～２５重量％の炭素；
　ｃ）０．５重量％～１０重量％の金属塩；
　ｄ）１重量％～６０重量％の水；
　ｅ）０．１重量％～３０重量％の水管理体；及び
　ｆ）蒸気の発生を支援するのに十分な量の酸素；
を含んでなり、
　前記自己拡張容器が、
　ａ）ループフレーム部材であって、
　　ｉ）輪になった可撓性前部フレーム部材と輪になった可撓性後部フレーム部材であり
、該それぞれのフレーム部材が、開放方向と折り畳まれた方向を包含する２つの方向をと
ることができ、折り畳まれた方向のときは、それぞれのフレーム部材が張力下にあり、該
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開放方向に置かれると、それぞれのフレーム部材がはじけて開放方向になることを可能に
するように、張力がそれぞれのフレーム部材から部分的に解除される、輪になった可撓性
前部フレーム部材と輪になった可撓性後部フレーム部材；及び
　　ｉｉ）前記前部フレーム部材と前記後部フレーム部材との間に位置する少なくとも２
個の、互いに対向する側に位置する側部支持部材；
を備えたループフレーム部材と、
　ｂ）ループフレーム部材を覆う材料であって、
　　ｉ）開口部を包含する前面パネル；
　　ｉｉ）開口部を覆い、該開口部への出入りを可能にするために移動できる、移動可能
な閉鎖部材；
　　ｉｉｉ）背面パネル；
　　ｉｖ）前記前面パネルと前記背面パネルに接続している側面パネル；
　　ｖ）前記輪になった可撓性前部フレーム部材を含有する前部フレームを保持するスリ
ーブ；及び
　　ｖｉ）前記輪になった可撓性後部フレーム部材を含有する後部フレームを保持するス
リーブを備えた材料と
を備えてなるキット。
【請求項２】
　２５％の前記鉄粉末が２５０μｍを超える粒径直径を有する、請求項１に記載のキット
。
【請求項３】
　前記鉄粉末が海綿鉄である、請求項１または２に記載のキット。
【請求項４】
　前記水管理体が吸収性ゲル材料である、請求項１～３のいずれか一項に記載のキット。
【請求項５】
　前記水管理体の平均粒径が少なくとも２５０ミクロンである、請求項１～４のいずれか
一項に記載のキット。
【請求項６】
　前記移動可能な閉鎖部材が、前面パネル開口部を覆うときに側面パネルと重なり合う、
請求項１～５のいずれか一項に記載のキット。
【請求項７】
　前記側面パネルと重なり合う移動可能な閉鎖部材の一部分が、伸縮性物質から構成され
る、請求項６に記載のキット。
【請求項８】
　側面パネルと重なり合う移動可能な閉鎖部材の一部分が、弾性バンドを更に含む、請求
項６または７に記載のキット。
【請求項９】
　前記キットが、ｃ）ユーザーに自己蒸気発生プロセスの状態又はシステムの状態を知ら
せる信号をさらに備えた、請求項１～８のいずれか一項に記載のキット。
【請求項１０】
　前記キットが、ｄ）布地伸長系をさらに備えた、請求項１～９のいずれか一項に記載の
キット。
【請求項１１】
　前記自己蒸気発生組成物が、ｇ）追加的な有益剤をさらに含む、請求項１～１０のいず
れか一項に記載のキット。
【請求項１２】
　前記自己拡張容器が、ｉｉｉ）前部硬質支持部材をさらに備えた、請求項１～１１のい
ずれか一項に記載のキット。
【請求項１３】
　前記自己拡張容器が、ｉｖ）後部硬質支持部材をさらに備えた、請求項１～１２のいず
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れか一項に記載のキット。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、布地を処理するための自己蒸気発生有益組成物に関する。本発明は、また、
本発明の自己蒸気発生有益組成物を利用した布地を処理する方法に関する。本発明は、更
に、布地を処理するキットに関する。
【背景技術】
【０００２】
　布地を洗浄する／清新にするための蒸気利用に関する一つの難題は、布地を洗浄する／
清新にするために必要な蒸気を発生させるために、別個の熱源を必要とすることである。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　本発明は、自己蒸気発生性である組成物を提供することによって、この欠点に対処する
。この組成物は、また、布地に有益を提供するために１つ以上の有益剤を包含することが
できる。本発明のこの及び他の特徴、態様、利点、及び変更は、添付された請求項と共に
本開示を読むことにより当業者には明白となり、請求項の範囲内に含まれる。
【課題を解決するための手段】
【０００４】
　布地を処理するための自己蒸気発生有益組成物が提供される。自己蒸気発生有益組成物
は、少なくとも約２×１０－５グラム／分の蒸気発生率の蒸気を有する。一つの非限定実
施形態において、自己蒸気発生有益組成物が、
　ａ）約３０重量％～約８０重量％の鉄粉末；
　ｂ）約０．５重量％～約２５重量％の炭素；
　ｃ）約０．５～約１０重量％の金属塩；
　ｄ）約１重量％～約６０重量％の水；
　ｅ）約０．１重量％～約３０重量％の水管理体；及び
　ｆ）蒸気の発生を支援するのに十分な量の酸素；
を含む。
【０００５】
　自己蒸気発生有益組成物物品も提供される。物品は、一緒に積層されている不織布材の
複数の層の間に埋め込まれている少なくとも１つの蒸気発生セルを含む実質的に平面の積
層体構造を備え、少なくとも１つの蒸気発生セルが少なくとも２×１０－５グラム／分の
蒸気発生速度の蒸気を生成することができる。
【０００６】
　容器も提供される。容器は、バッグ、キャビネット、布地ローラーのコア、洗濯機、布
地物品乾燥装置、又はそれらの組み合わせであってもよい。容器は、クローゼットである
こともできる。容器は、自己拡張性であってもよい。自己蒸気発生有益組成物は、容器内
で送達され得るか、又は容器の外側の或る点へ送達され得る。
【０００７】
　自己蒸気発生有益組成物及び容器を含むキットも提供される。自己蒸気発生有益組成物
は、物品の形態であってもよい。布地を処理する方法も提供される。一つの非限定的な方
法は、
　ａ）容器を提供し；
　ｂ）容器内に自己蒸気発生有益組成物を提供し；及び
　ｃ）、自己蒸気発生有益組成物を活性化すること
を含んでなり、ピーク生成での蒸気が、少なくとも約２×１０－５グラム／分の蒸気を生
成する。
【０００８】
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　別の非限定的な方法は、
　ａ）容器を提供し；
　ｂ）自己蒸気発生有益組成物の供給源を提供し；
　ｃ）自己蒸気発生有益組成物の供給源から容器の内部に導管を提供し；及び
　ｄ）自己蒸気発生有益組成物を活性化すること
を含んでなり、ピーク生成での蒸気が、少なくとも約２×１０－５グラム／分の蒸気を生
成する。
【発明を実施するための最良の形態】
【０００９】
　ここで、本発明の多様な実施形態が詳細に言及され、その実施例は添付図面に例示され
ているが、類似の数字は図面の全体を通して同一の要素を示している。本明細書の百分率
、比率、及び割合は、全て、特に指示がない限り、重量を基準とする。
【００１０】
　特に指示される場合を除き、分量、百分率、部分及び割合を包含する全ての量は、「約
」という言葉により修正されると理解され、量は有効数字を示すことを意図するものでは
ない。
【００１１】
　特に指示される場合を除き、冠詞「ａ」、「ａｎ」及び「ｔｈｅ」は「１つ又はそれよ
り多くの」を意味する。
【００１２】
　本明細書で使用する時、「含む」は、最終結果に影響を与えないその他の工程及びその
他の要素を加えることができるということを意味する。この用語は、「から成る」及び「
から本質的に成る」という用語を包含する。本発明の組成物及び方法／プロセスは、本明
細書で記載される本発明の必須要素及び制限、並びに本明細書で記載される追加、若しく
は所望の要素、成分、工程、又は制限のいずれかを含むか、それらから成るか、及びそれ
らから本質的に成ることができる。
【００１３】
　本明細書で使用する時、用語「自己蒸気発生」は、自己蒸気発生実体に対して水から蒸
気を発生する固有の能力を有し、その蒸気が実体から放出される能力を有することを意味
する。本発明によると、蒸気を自己発生する能力は、自己蒸気発生実体と別個である供給
源からのエネルギー入力に依存しない。
【００１４】
　本明細書で使用する時、「蒸気」は、目に見えない気体としての蒸発した水を意味し、
それを凝縮した目に見える霧を包含することができる。
【００１５】
　本明細書で使用する時「有益組成物」は、布地物品に有益を送達するのに使用される組
成物を意味する。有益組成物は、１つ以上の「有益剤」を備えることが可能である。有益
剤を含み得る、及び／又は有益組成物の一部として包含され得る材料及びその混合物の非
限定例には、水（蒸気を含むあらゆる形態）、柔軟化剤、縮毛剤（crispeningagents）、
香料、撥水剤／汚れ防止剤（water/stainrepellents）、清涼剤、静電気防止剤、抗菌剤
、パーマネントプレス剤、しわ防止剤、しわ復旧剤（wrinklereleaseagents）、防臭剤（
odorresistanceagents）、耐磨耗剤、溶媒、及びこれらの組み合わせが挙げられる。
【００１６】
　本明細書で使用する時、用語「布地」は、衣類、亜麻布、掛け布、服飾用付属品、革製
品、床の敷物などを含むが、それらには限定されない布地物品を包含する。その用語は、
また、トートバッグ、家具カバー、ターポリン、靴などのような、全体又は部分的に布地
で作製されたその他の品目を包含する。
【００１７】
　本明細書全体にわたって示されるあらゆる最大数値限定は、それより小さいあらゆる数
値限定含み、それは、そのような小さい数値限定が本明細書に明示的に記載されていると
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して理解されるべきである。本明細書全体を通じて示されるあらゆる最小数値限定は、そ
れより大きいあらゆる数値限定を、そのような大きい数値限定が本明細書に明示的に記載
されているかのように包含する。本明細書全体を通じて示されるあらゆる数値範囲は、そ
のようなより広い数値範囲内に入るそれよりも狭いあらゆる数値範囲を、そのようなより
狭い数値範囲が全て本明細書に明示的に記載されているかのように包含する。
【００１８】
　自己蒸気発生有益組成物
　本発明の自己蒸気発生有益組成物は、蒸気を自己発生して、有益を布地に提供すること
ができる組成物を含む。
【００１９】
　Ａ．自己蒸気発生成分
　本発明の自己蒸気発生成分は、一緒に反応すると蒸気を生成する物質の混合物を含む。
それから生成された蒸気は、また、有益剤として考慮されてもよい。
【００２０】
　一つの非限定実施形態において、本発明の自己蒸気発生材料は、鉄粉末、酸素、炭素、
金属塩、水、及び任意の追加的な水放出成分を含む、粒子状の発熱組成物を含んでもよい
。
【００２１】
　鉄粉末
　鉄は、鉄の発熱酸化に関わる電気化学反応における陽極である。鉄粉末に好適な供給源
には、鋳鉄粉末、還元鉄粉末、電解鉄粉末、くず鉄粉末、銑鉄、錬鉄、種々の鋼鉄、鉄合
金など、及びこれらの鉄粉末の処理された変種が挙げられる。導電性の水及び空気により
蒸気発生を生み出すのに使用できる限り、それらの純度、種類などに特に制限はない。典
型的には、鉄の酸素含有量（水素損失として測定されてもよい）は、約１％未満であるべ
きである。水素損失を測定する好適な方法は、ＭＰＩＦ（金属粉末産業組合（Metal Powd
ers Industry Federation）標準０２、表題「金属粉末の水素中での損失量の測定（Deter
minationof Lossof Massin Hydrogen for Metal Powders）」である。
【００２２】
　典型的には、海綿（多孔質）鉄が使用され、この鉄供給源の大きい内部表面積のため、
特に有益である可能性がある。この内部表面積は外部表面積よりも桁違いに大きいので、
反応性は粒径により制御されなくてもよい。海綿鉄の非限定例には、ヘガネス社（Hoegan
aes Corporation）（ニュージャージー州リバートン（Riverton））から市販されている
、Ｍ－１００及びＦ－４１７が挙げられる。
【００２３】
　典型的には、鉄粉末は、本発明の粒子状発熱組成物の約３０重量％～約８０重量％、又
は約５０重量％～約７０重量％含む。
【００２４】
　酸素
　酸素は、鉄の酸化反応が起こるために必要である。酸素は、蒸気の発生を支援するのに
十分な速度で鉄と反応するように入手されることが必要である。少なくとも約２×１０－

５グラム／分の蒸気が生成されることが望ましい。
【００２５】
　酸素供給源は、本発明の蒸気発生セル内に含有されている内部酸素供給源又は酸素の外
部供給源のいずれかであってもよい。内部酸素供給源の一つの非限定例は、セル内に含有
されている過酸化水素である。本発明で有用な外部酸素供給源の非限定例には、空気、及
び／又は種々の純度の人工的に作製された酸素が挙げられる。
【００２６】
　一つの非限定例において、酸素は組成物を取り囲んでいる空気により供給されてもよい
。粒子状発熱組成物に組み込まれている酸素生成化学物質を、調製時に分離することが望
ましい可能性がある。例えば、気体不透過性フィルムバリアが、鉄混合物を空気から分離
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するために使用されてもよい。別の非限定例において、過酸化水素のような酸素供給源が
使用される場合、典型的には追加のバリアが酸化液と鉄を分離するために使用される。
【００２７】
　活性及び非活性炭
　活性炭が、鉄酸化反応の触媒として使用されてもよい。具体的には、濡れたときの活性
炭が酸素を吸着する能力を有する。活性炭は、また、鉄の発熱酸化に関わる電気化学反応
において陰極として機能を果たす可能性がある。更に、活性炭は、その極めて多孔質な内
部構造のため水の放出を促進することができ、蒸気発生プロセスが始まるまで水を一時的
に保持することが可能となるので、水放出剤として機能を果たす可能性がある。更に、活
性炭は、鉄粉末の酸化により引き起こされる可能性があるもののような臭気を吸着するこ
とができる。
【００２８】
　ココナッツの殻、木材、炭、石炭、骨炭などから調製される活性炭は有用であるが、畜
産物、天然ガス、脂肪類、油類、及び樹脂類のような他の原材料から調製される活性炭も
、本発明の蒸気発生セルに有用である。使用される活性炭の種類に制限はない。陰極の能
力は、非活性炭粉末、すなわち費用を低減するためにブレンドされた炭素を使用すること
により拡張できる。従って、上記の炭素の混合物は本発明でも同様に有用である。
【００２９】
　典型的には、活性炭、非活性炭、及びこれらの混合物は、自己蒸気発生成分の約０．５
重量％～約２５重量％、又は約１重量％～約２０重量％、又は約２重量％～約１５重量％
含む。
【００３０】
　金属塩
　金属塩は、空気との酸化反応を容易にするために鉄粉末の表面を活性化する反応促進剤
として機能を果たし、腐食反応を維持するために発熱組成物に電気伝導を提供する。有用
な金属塩類には、硫酸第二鉄、硫酸カリウム、硫酸ナトリウム、硫酸マンガン、硫酸マグ
ネシウム、硫酸カルシウムのような硫酸塩類、並びに塩化第二銅、塩化カリウム、塩化ナ
トリウム、塩化カルシウム、塩化マンガン、塩化マグネシウム及び塩化第一銅のような塩
化物類が挙げられる。また、炭酸塩、酢酸塩、硝酸塩、亜硝酸塩及び他の塩類も使用でき
る。一般に、鉄の腐食反応を維持するために単独又は組み合わせて使用できる、幾つかの
好適なアルカリ、アルカリ土類及び遷移金属塩が存在する。
【００３１】
　上記で記載された塩類は全て使用できるが、典型的には塩化物類が使用される。理論に
束縛されるものではないが、塩化物類は、鉄の電気化学酸化反応を促進する能力が考慮さ
れて、慣用的に使用される。典型的には、金属塩（類）は、自己蒸気発生成分の約０．５
重量％～約１０重量％、又は約１．０重量％～約５重量％含む。
【００３２】
　水
　本明細書で使用される水は、あらゆる適切な供給源からのものであってもよい。水道水
、軟水、蒸留水、又は脱イオン水が、典型的に使用される。水は、一般に本発明の粒子状
発熱組成物の約１重量％～約６０重量％、又は約１０重量％～約３０重量％含む。水が、
熱及び蒸気が放出される反応で消費される時、反応のために必要とされる化学量論量を超
える過剰量の水が、蒸気を生成するのに使用される水の供給源を提供するために、添加さ
れる必要がある。
【００３３】
　水は液体の水の形態で組成物に直接組み込まれることができるか、或いは別個の水管理
体又は水放出体に物理的に若しくは化学的に保持されている水が使用されてもよいか、或
いはこれらの組み合わせである。
【００３４】
　水管理体
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　水管理体は、自己蒸気発生成分の一部として包含できる。本明細書で使用する時、用語
「水管理体」、「水放出剤」、「水放出成分」、及び「水放出物質」は、水を物理的に又
は化学的に保持又は保有し、適切な時点で、典型的には熱の適用時に水を放出する何かを
意味するために、交換可能に使用される。理論に束縛されるものではないが、水管理体は
、制御された速度で水を放出することにより、蒸気の発生量の増大を促進することができ
ると考えられる。更に、水管理体は、水が組成物の種々の粒子の隙間空間に入る、又はそ
こで維持されることを防止又は抑制し、それによってあふれ出ることを防止又は抑制する
ことを助けることができる。
【００３５】
　好適な水管理体の非限定例には、バーミキュライト、多孔質ケイ酸塩類、木材粉末、木
粉、多量の毛羽立ちを有する綿布、綿の短繊維、紙の切れ端、植物質、超吸収性の水膨潤
性又は水溶性ポリマー類及び樹脂類、吸収性ゲル材料（「ＡＧＭ」）のようなアクリル系
ポリマー類、カルボキシメチルセルロース塩類が挙げられ、大きな毛管機能及び親水特性
を有する他の多孔性物質が使用できる。水和物の脱水温度が自己蒸気発生反応の最大温度
以下である場合、水和無機塩類が水管理体として使用されてもよい。典型的には、水管理
体は、本発明の粒子状発熱組成物の約０．１重量％～約３０重量％、又は約０．５重量％
～約２０重量％、又は約１重量％～約１０重量％含む。水管理体と水の比率は、典型的に
は、全て重量に基づいて、約０．００１：１～約０．２：１、又は約０．０１：１～約０
．１７：１、又は約０．０５：１～約０．１２：１である。
【００３６】
　水管理体は、約２５０ミクロンを超える、又は少なくとも約４００ミクロン、又は約４
００ミクロン～約８００ミクロンの平均粒子を有してもよい。所定の成分の平均粒径は、
ホリバ（HORIBA）ＬＡ－９１０レーザー散乱粒径分布分析器（カリフォルニア州ホリバ（
Horiba,CA））、又は実質的に同様の結果を提供する他の機器を使用して、測定されても
よい。器具を使用する方法に加えて、ふるい分析も、平均粒径を決定するために利用され
てもよい。
【００３７】
　追加の物質
　上記の物質に加えて、本発明の自己蒸気発生成分は、また、必要に応じて追加の物質を
含んでもよい。所望により、使用されてもよい他の追加の物質には、元素状態のクロム、
マンガン、若しくは銅、これらの元素を含む化合物、又はそれらの混合物のような酸化反
応増強剤、水酸化ナトリウム、水酸化カリウム、炭酸水素ナトリウム、炭酸ナトリウム、
水酸化カルシウム、炭酸カルシウム、チオ硫酸ナトリウム塩類、及びプロピオン酸ナトリ
ウムを包含する無機若しくは有機アルカリ化合物、又はアルカリ弱酸塩類のような水素ガ
ス阻害物質、木材粉塵、綿リンター、及びセルロースを含む天然セルロースの断片、ポリ
エステル繊維を含む断片形態の合成繊維、発泡型のポリスチレン及びポルウレタンのよう
な発泡合成樹脂類、並びにシリカ粉末、多孔質シリカゲル、硫酸ナトリウム、硫酸バリウ
ム、酸化鉄類、及びアルミナを含む無機化合物のような充填剤、リン酸三カルシウム及び
アルミノケイ酸ナトリウムのような固化防止剤が挙げられる。
【００３８】
　そのような成分には、トウモロコシデンプン、バレイショデンプン、カルボキシメチル
セルロース、及びαデンプンのような増粘剤、並びにアニオン性、カチオン性、非イオン
性、双性イオン性、及び両性型の中に含まれるもののような界面活性剤が挙げられる。必
要に応じて、本発明の粒子状発熱組成物に添加されてもよいなお別の追加の成分には、メ
タケイ酸塩類、ジルコニウム、及びセラミックスのような増量剤が挙げられる。
【００３９】
　自己蒸気発生成分の追加の非限定例
　好適な自己蒸気発生成分の他の非限定例は、米国特許第４，０１７，４１４号；同第４
，２６４，３６２号；同第４，５２２，１９０号；及び同第５，６１１，３２９号で開示
されており、ここでは、腐食性超合金が、腐食性超合金及び塩の混合物に添加された電解
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質塩溶液又は水と反応する。典型的には、マグネシウムに組み込まれた少量の鉄を持つマ
グネシウムが、塩化ナトリウム水溶液と反応して、熱及び蒸気を生成する。反応化学量論
は、Ｍｇ＋２Ｈ２Ｏ→Ｍｇ（ＯＨ）２＋Ｈ２＋熱として記載することができる。この反応
を利用するとき、蒸気を作製するのに必要な化学量論的な量を超える過剰量の水を加える
ことが望ましい。
【００４０】
　これを行う一つの可能な手段は、５原子％の鉄の腐食性超合金、約０．７グラムの不活
性充填剤、０．５グラムのＮａＣｌ、及び約０．３グラムの消泡剤から構成される７．５
グラムのマグネシウムから成る粉末ミックスを利用することである。粉末ミックスはポケ
ットに含有できる。ポケットは、気体及び水透過性である比較的可撓性のポリマーの第１
シートにより形成することができ、また気体及び水透過性でもある比較的可撓性のポリマ
ーの第２シートに結合して、第１シートに複数個のポケットを形成する。ポケットを形成
するシートは、濡れることに役立つ界面活性剤コーティングを含むことができる。次に４
０グラムの量の水が、粉末ミックスを含有するポケット形成シート上に流され、それによ
って自己蒸気発生反応が開始する。上記で記載された全体の反応を開始するのは、ポケッ
トを通して粉末へ流れた水である。次に化学量論的な量を超える過剰量の水が蒸気に変換
される。
【００４１】
　この系の活性化は、破裂し得るシールを、水と粉末ミックスポケットとの間に包含し、
破裂した際に水が混ぜ合わさって達成できる。あるいは、水は手で注ぐような他の分配手
段により添加できる。
【００４２】
　自己蒸気発生反応を利用するとき、使用中に放出されるＨ２を管理することが望ましい
。これを行う非限定的な方法には、Ｈ２吸収体又は反応体を組み込んで、Ｈ２を有効に捕
捉する又は除去することが挙げられる。
【００４３】
　別の、米国特許第５，９３６，４８６号で開示されているものと同様な手法で、固体加
熱物質を、水又は水溶液の添加により活性化することが可能である。加熱物質は、酸無水
物又は塩と塩基性無水物又は塩とが一緒になって、酸性と塩基性の無水物の両方へ水を添
加することで、熱、並びに酸と塩基それぞれを生成するように構成してもよい。酸と塩基
の後続反応で、追加の熱、並びに中性の生成物を生成される。塩基反応で使用する量をい
くら超える、十分な量の水を追加することにより、熱が水を蒸気に変換することが可能に
なり、蒸発の潜熱が混合物全体の温度の制御に役立つ。
【００４４】
　これを行う可能な一手段は、ペレットに押出成形されたＰ２Ｏ５及びＣａＯを使用する
ことである。Ｐ２Ｏ５／ＣａＯ（重量で１：１）組成物は、ペレットの形態に押出成形さ
れる。加熱物質は、固体粉末（Ｐ２Ｏ５及びＣａｏ）を混合し、熱生成の速度を制御し、
プロセスを促進するために不活性液体を加え、ラム押出機、スクリュー押出機、ペレット
ミルなどを使用して組成物を押出成形することによって成形される。机上の一実施例にお
いて、組成物は、ＣａＯとＰ２Ｏ５を等しい重量比で混合し、次に７４％の白色鉱油と２
６％の界面活性剤から成る１５．４％の液体を添加することによって調製される。この目
的に好適な界面活性剤は、ジョージア・パシフィック・レジンズ（GeorgiaPacificResins
）（ジョージア州アトランタ（Atlanta））から入手可能なアクトラフォス（ACTRAFOS）
２１６のようなリン酸エステルであってもよい。次にペレットをペレットミルの０．３１
８ｃｍ（０．１２５インチ）ダイスから押出成形し、０．３１８ｃｍ（０．１２５インチ
）～１．２７ｃｍ（０．５インチ）の長さに切断する。次にペレットは約１００℃で０．
５～１．０時間加熱される。ペレットの加熱で、改善された性能がペレットにもたらされ
得ると考えられる。
【００４５】
　この系の活性化も水との相互作用を必要とする。この例では、４０グラムの水が５５グ
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ラムのペレットミックスに包含されて、自己蒸気発生反応を開始する。水は上記で記載さ
れたものと同様な方法で、管理／導入できる。
【００４６】
　さらに別の手法では、ＣａＯが使用できる。次にこれは、上記で記載されたように、水
との相互作用により活性化される。所望であれば、塩化カルシウムのような反応増強剤が
、蒸気発生を増強するために添加できる。
【００４７】
　別の手法では、熱を生成するために、過マンガン酸塩をグリセリンと混合できる。次に
過マンガン酸塩／グリセリンとの熱連通において、水が加熱され、蒸気を生成する。
【００４８】
　本発明の自己蒸気発生成分に関して、自己蒸気発生成分内で酸素伝達を制限しないよう
に、化学混合の多孔性を維持することが望ましい。多孔性の一つの指標は、自己蒸気発生
成分のドライミックス（すなわち、自己蒸気発生成分プロセス中で水を添加する前）のタ
ップ密度である。本発明の自己蒸気発生成分ドライミックスは、一般に約１ｇ／ｍｌ～約
３ｇ／ｍｌのタップ密度を有する。タップ密度を決定する方法は、本文献で後述される。
【００４９】
　自己蒸気発生成分化学ミックスにおいて、ミックスで使用される約２５％の鉄が約２５
０μｍを超える粒径直径を有するが、約２５％未満の鉄が約１５μｍ未満の粒径直径を有
するような、狭い分布の粒径を利用することが典型的である。ふるいは、粒径分布を決定
する一つの好適な方法である。
【００５０】
　この実施形態において、これらの比較的大きい粒径分布は、微粉（例えば、微細鉄粉末
）が急速な反応に必要であるとの当該技術分野において一般的に持たれている考えに反し
ている。事実、前記の比較的大きい粒径は、組成物内の成分の間での凝離効果を低減して
、追加的に反応効率を増加する（例えば、金属又は他の物質がほとんど必要ない可能性が
ある）ことが、本明細書で見出されている。理論に束縛されるものではないが、これは、
金属の表面積ではなく（又はそれに加えて）、利用される粒子の混合物の多孔性が反応速
度を決定する可能性があるという知見に基づく。
【００５１】
　Ｂ．有益剤
　有益剤と考慮され得る自己蒸気発生成分により発生された蒸気に加えて、本発明では、
１つ以上の追加の有益剤を含んでもよい。追加の有益剤は、約０．００１重量％～約２５
重量％、約０．０１重量％～約１５重量％、又は約０．１重量％～約５重量％の量で存在
してもよい。これらの有益剤は個別の要素であってもよく、又はこれらは組成物中に一緒
に含まれてもよく、又はその組み合わせであってもよい。有益剤成分の非限定例には、水
、シリコーン、デンプン、しわ復旧剤（wrinkle releasingagent）、香料、界面活性剤、
芳香剤、防腐剤、漂白剤、補助洗浄剤、布地収縮低減組成物、有機溶媒、及びこれらの混
合物が挙げられる。有機溶媒の非限定例には、グリコールエーテル類、具体的にはメトキ
シプロポキシプロパノール、エトキシプロポキシプロパノール、プロポキシプロポキシプ
ロパノール、ブトキシプロポキシプロパノール、ブトキシプロパノール、エタノール、イ
ソプロパノール、及びこれらの混合物が挙げられる。自己蒸気発生成分に含まれる水も、
本発明によると有益剤と考慮され得ることが理解されるべきである。
【００５２】
　本発明での使用に好適な布地収縮低減組成物には、エチレングリコール、プロパンジオ
ールの全ての異性体、ブタンジオール、ペンタンジオール、ヘキサンジオール、及びこれ
らの混合物が挙げられるが、それらには限定されない。布地収縮低減組成物には、ネオペ
ンチルグリコール、ポリエチレングリコール、１，２－プロパンジオール、１，３－ブタ
ンジオール、１－オクタノール、及びこれらの混合物を挙げてもよい。界面活性剤は、エ
トキシル化アルコール又はエトキシル化アルキルフェノールのような非イオン性界面活性
剤であってもよく、有益組成物の約２重量％まで存在してもよい。有益組成物は、所望に
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より、水を包含してもよい。水が有益組成物に存在する場合、典型的には水を約０．０１
重量％～約９５重量％含む。
【００５３】
　有機溶媒、界面活性剤、香料、防腐剤、漂白剤、及び補助洗浄剤のような本発明で使用
されてもよい有益組成物成分のより詳細な記載が、米国特許第５，７８９，３６８号（ユ
ー（You）ら、１９９８年８月４日発行）及び米国特許第５，９１２，４０８号（トリン
（Trinh）ら、１９９９年６月１５日発行）で見出すことができる。本発明で用いる収縮
低減組成物は、ＰＣＴ国際公開特許ＷＯ００／１１１３３（表題「布地収縮を低減する洗
浄組成物（CleaningCompositionsthatReduceFabricShrinkag）」、２０００年３月２日に
ストラング（Strang）らの名前で公開）に見出すことができる。
【００５４】
　Ｃ．任意の追加成分
　本発明は、また、他の任意成分を含んでもよく、その非限定例は、ユーザーに自己蒸気
発生プロセスの状態又はシステムの状態を知らせる信号である。例えば、処置が始まる及
び／又は終わるときを示す信号であってもよい。使用されてもよい信号の非限定例には、
色、音、及び／又は嗅覚信号を挙げてもよい。
【００５５】
　一つの非限定例には、温度又は湿度の変化に敏感な色変化染料又は塗料が挙げられる。
好適な色変化塗料の例は、ＴＭＣＵ．Ｓ．Ａ（イリノイ州グレンビュー（Glenview））に
より製造されるクロマゲン（Kromagen）７５である。任意の追加成分を含める非限定例に
は、容器への追加、自己蒸気発生有益組成物への追加、及び／又は基材へ追加することが
挙げられる。追加の成分は、自己蒸気発生有益組成物及び／又は基材へ追加される場合は
、約０重量％～約２０重量％の量で添加される。
【００５６】
　ブレンディング
　自己蒸気発生有益組成物を含む物質は、数多くの方法で、一緒にブレンドされてもよい
。例えば、上記で記載された鉄酸化により誘導される自己蒸気発生有益組成物を利用する
時、以下の非限定的な方法を物質のブレンドに使用することが可能である。プレミックス
は、炭素を水で予め濡らして、鉄、アクリル系水放出剤、塩、及びチオ硫酸ナトリウム、
並びに使用可能な他のあらゆる追加の有益剤に加えることによって、形成される。例えば
、香料を含む有益剤が添加される場合、これを、炭素に、形成されたプレミックスに、混
合物を含有する不織布基材に、又はこれらの組み合わせに、添加することができる。
【００５７】
　自己蒸気発生有益組成物物品
　自己蒸気発生有益組成物物品は、使い捨てであってもよい。使い捨て自己蒸気発生有益
組成物物品は、一緒に積層されている物質の複数の層の間に埋め込まれている単独の蒸気
発生セル又は複数個の蒸気発生セルを有する実質的に平面の積層体構造を含んでもよい。
１つの蒸気発生セル又は複数のセルは、積層体構造に固定的に結合されてもよい。自己蒸
気発生有益組成物（他に記載されている）が１つのセル又は複数のセルの中に置かれ、酸
素を組成物の中に入れる手段が、組成物の１つ以上の側面及び／又は部分上の透過層を介
して提供される。この目的に好適なヒートシール可能なフィルムは、クロペイ・プラスチ
ックス（ClopayPlastics）（オハイオ州シンシナティ（Cincinnati））から材料番号ＤＨ
２４５として入手可能なポリプロピレン／エチレンビニルアセテート（「ＰＰ／ＥＶＡ」
）フィルムである。
【００５８】
　積層体構造の或る部分は、典型的には多孔質である。積層体構造は、不織布を含んでも
よい。一非限定例において、不織布はＳＭＭＳ共押出積層体（「ＳＭＭＳ」は、スパンボ
ンド／メルトブローン／メルトブローン／スパンボンド積層体を意味する）から構成され
てもよい。メルトブローン部分は１つ以上の層から構成されてもよく、少なくとも１つの
メルトブローン層は、典型的には少なくとも約８グラムの坪量を有する。理論に束縛され
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るものではないが、炭素化学及び少なくとも約８グラムの坪量を有するメルトブローン層
を利用する自己蒸気発生有益組成物は、炭素粉末が物品から出ることを防ぐために役立つ
と考えられる。好適な不織布は、ポリマー・グループ・インターナショナル（PolymerGro
upInternational）（バージニア州ウェーンズボロ（Waynesboro））から材料番号Ｗ５０
２ＦＷＨとして入手可能である。
【００５９】
　自己蒸気発生有益組成物物品は、一回使用に設計されてもよいか、あるいは２回以上の
使用に設計され得る。
【００６０】
　図１～２、３Ａ及び３Ｂを参照すると、自己蒸気発生有益組成物物品の非限定実施形態
が示されている。図１を参照すると、３個のポケットを含む物品２００が例示されており
、各ポケット２０１は、自己蒸気発生有益組成物を含有する。自己蒸気発生有益組成物は
、多孔質基材２０２で包まれている。一非限定実施形態において、多孔質基材２０２は、
ポリエチレンテレフタレート（「ＰＥＴ」）のブレンドであってもよい。この実施形態は
、また、支持構造体２０３を含んでもよい。理論に束縛されるものではないが、支持構造
体は、個別のポケットの中で内容物が沈殿することを防ぐのに役立つと考えられている。
支持構造体２０３は、支持を提供し、且つ当業者によく知られているあらゆる物質から構
成されることができ、セルロース性及び非セルロース性物質、金属、プラスチックなどが
挙げられるが、それらには限定されない。
【００６１】
　図２を参照すると、別の非限定実施形態において、自己蒸気発生有益組成物２０７が多
孔質基材２０２の中に包まれている。多孔質基材２０２はＰＥＴであってもよい。酸素バ
リア上包み２０４が、自己蒸気発生有益組成物及び多孔質基材を包む。
【００６２】
　図３Ａ及び３Ｂを参照すると、自己蒸気発生有益組成物物品のさらに別の非限定実施形
態において、多孔質基材トップシート２０５及び多孔性でないバックシート２０６が、自
己蒸気発生有益組成物２０７を包み込む。一非限定例において、多孔質トップシートはＳ
ＭＭＳから構成されてもよく、一方、多孔性でないバックシートはＰＰ／ＥＶＡから構成
されてもよい。この実施形態は、また、蒸気が物品の両側から発散するように、多孔質ト
ップシートが両方の側面の外側を向くようにして、折りたたむことができる。
【００６３】
　自己蒸気発生有益組成物の活性化
　鉄化学に基づく一非限定実施形態において、自己蒸気発生有益組成物は、次のようにし
て活性化されてもよい：自己蒸気発生有益組成物物品が、酸素不透過性プラスチック上包
みを含んでもよい。ユーザーが利用し易いように、上包みの上に引き裂きタブ又は切り欠
きが包まれてもよい。上包みを破って開けて自己蒸気発生有益組成物物品を取り出すこと
をユーザーに指示する使用説明書が、パッケージに含まれてもよい。この開封動作は、周
囲空気に含有されている近位の酸素と鉄ミックスとを直ちに混合して、自己蒸気発生プロ
セスを開始させる。
【００６４】
　実際には、自己蒸気発生プロセスは、典型的には、蒸気発生が所望の時点で起こるよう
に設計される。このように組成物は、一般に、蒸気発生が必要に応じて開始又は活性化で
きるような方法で含有又は提示されている。例えば、本発明の自己蒸気発生組成物は、空
気に対して不透過性である容器内に含有されていてもよく、蒸気発生は、容器の破裂を通
して開始又は活性化されてもよい。
【００６５】
　追加的な又は代替的な例として、蒸気形成のために反応する組成物では、反応が望まれ
る時まで起こらないよう、反応性成分の間にバリアが存在させることも可能である。この
任意の実施形態において、組成物の活性化は、望ましい自己蒸気発生効果を作り出すよう
な方法で組成物を相互作用させるバリアの除去又は破裂によって達成されてもよい。
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【００６６】
　鉄酸化の場合、バリアは、鉄系ミックス又は鉄系ミックスを含有する基材の周りの酸素
不透過性上包みであり得る。上記で示されたように、この場合、組成物は、単に上包みを
除去して空気中の酸素と鉄系ミックスを接触させ、蒸気発生プロセスを開始するようにる
ことによって、活性化される。
【００６７】
　マグネシウム系自己蒸気発生化学又は酸化カルシウム系自己蒸気発生化学の場合、反応
を開始するのに使用される水は、連続格納系の中の破裂し得るバリアにより分離し得るか
、或いは、別個の物理的作用を取って組成物全体を密接に接触させることで蒸気発生プロ
セスを開始させる別個の隣接する容器に収容できる。
【００６８】
　自己蒸気発生有益組成物は、容器内に位置してもよいか、又は容器の外側に位置しても
よい。自己蒸気発生有益組成物が容器の外側で活性化される場合、蒸気は、自己蒸気発生
有益組成物の供給源を容器の内部と接続する導管を介して、容器内に送達されてもよい。
導管の非限定例には、管類、パイプなどが挙げられる。
【００６９】
　蒸気発生
　ピーク蒸気生成では、自己蒸気発生有益組成物は、典型的には、少なくとも約２×１０
－５グラム／分の蒸気を発生し、少なくとも自己蒸気発生有益組成物１グラムあたり約５
×１０－５グラム蒸気を生成する。活性化したとき、本発明の自己蒸気発生有益組成物は
、典型的には容器内で約５０％～約１０５％の相対湿度を発生するようなレベルで使用さ
れる。
【００７０】
　追加の有益剤の送達
　追加の有益剤が自己蒸気発生有益組成物で利用される場合、それは、自己蒸気発生成分
と共に、数多くの方法で布地に送達できる。以下は幾つかの非限定例である。
【００７１】
　ａ）蒸発
　追加の有益剤成分は、有益剤の直接の蒸発により（すなわち、蒸気により、熱により、
またはこれらの組み合わせにより）送達できる。この場合、追加の有益剤成分は、自己蒸
気発生成分の中に、あるいは、蒸気が基材から追加の有益剤成分を放出するように基材と
熱連通する基材の中に若しくは上に直接組み込まれる。非限定例には、香料が自己蒸気発
生成分の中に直接組み込まれること、あるいは香料が、自己蒸気発生成分と熱連通する不
織布基材上にあること、が挙げられる。蒸気は、香料が蒸気と共に運ばれるように香料を
蒸発させる。
【００７２】
　追加の有益剤は、共沸混合物の形態で送達できる。蒸気は水から形成されるので、水と
有益剤の一定したミックスは、共沸混合物の形態で蒸発し得る。
【００７３】
　ｂ）物理的な送達
　別の非限定例において、追加の有益剤は布地上に分配されてもよい。例えば、追加の有
益剤は、基材上に含まれ得る。次に、有益剤を布地上に分配するため、基材を布地の全面
にわたって擦ることができる。
【００７４】
　容器
　本発明は容器を含む。本発明の範囲内に含まれる容器の非限定例には、バッグ（これに
は限定されないが、衣類バッグが挙げられる）、クローゼット（これには限定されないが
衣服用クローゼットが挙げられる）、キャビネット、布地ローラーのコア（その非限定例
には、糸屑ローラーのようなローラーと布地との間で効果を移動させるローラーが挙げら
れる）、洗濯機、及び布地物品乾燥装置（これには限定されないが衣服用乾燥機が挙げら
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れる）が挙げられる。自己蒸気発生有益組成物物品は、容器の中に含まれてもよい。加え
て、自己蒸気発生有益組成物で処理される布地は、また、容器の中に含まれてもよい。
【００７５】
　本発明での使用に好適な容器の非限定例は、ＰＣＴ国際公開特許ＷＯ００／１９００１
（２０００年４月６日公開）に開示されている。
【００７６】
　本発明での使用に好適な別の実施形態において、図４～１０で示されているように、自
己拡張容器が使用される。この実施形態は、折り畳み方向と開放方向を含む２つの方向性
が可能である。折り畳まれた方向にあるとき、容器のフレーム部材は、張力下にある。開
放方向に置かれた場合、張力が各フレームから部分的に解除されて、それにより各フレー
ム部材がはじけ出るか、飛び出して開放方向になることを可能にする。本明細書で使用す
る時、用語「自己拡張」は、容器自体が折り畳まれた状態からはじけて開くか、飛び出す
能力を意味する。図７を参照すると、実施形態の骨格図が示されている。ループフレーム
部材２７を含む前部フレーム部材２２及び後部フレーム部材３２を備える。前部フレーム
部材２２及び後部フレーム部材３２は、輪になった可撓性のフレームであり、それぞれ、
十分な堅さがあるが、フレームを輪の形状にすることを可能にする弾力性材料から形成さ
れている。各フレーム部材は、２つの位置又は方向性を取ることができ、一方の位置は、
開放又は拡張位置であり、他方は、フレーム部材がそれぞれの開放位置よりもかなり小さ
いサイズに折り畳まれている折り畳み位置である。フレーム部材は、これらの要件を満た
すあらゆる材料で構成され得、ばね鋼線、プラスチック、ガラス繊維、グラファイト、又
は他の金属ロッド若しくはワイヤが挙げられるが、それらには限定されない。フレーム部
材は、スリーブ２６を保持する前部フレームとスリーブ３６を保持する後部フレームとの
間の物質の張力により、加えて前部支持部材６０及び背側支持部材６２により、所望の方
向に保持されている（図６及び７で示され、下記で更に考察される）。
【００７７】
　また含まれるものは、側部支持部材６４及び６５であり、これらは典型的には互いに対
向して位置している。前部硬質支持部材６０及び後部硬質支持部材６２が含まれてもよく
、取付け部材９０も含まれてもよい。内部懸架部材９５及び外部懸架部材７０（図４及び
５で示されている）が、取付け部材９０と接続されてもよい。内部懸架部材９５は、フッ
ク、バーなど（しかしこれらに限定されない）容器１０の内部の衣類物品を含むがそれに
限定されない何かを吊すために使用され得るようなものを含んでもよい。外部懸架部材７
０は、表面から容器１０を吊すために、ブラケット、フックなどを持つストラップ７３（
しかしこれに限定されない）を含んでもよい。所望であれば、外部懸架部材７０は、所望
により、図４で示されているような折り畳みフック８０を含むことができる。
【００７８】
　ループフレーム部材２７（図７）は、物質により覆われている。物質は、典型的には、
一般に可撓性であり、折り畳み可能であり、丈夫であり、軽量であり、そして耐水性であ
る布地から構成され、この非限定例には、ナイロン、ポリエステル、マイクロファイバー
、プラスチック、マイラー、不織布などが挙げられる。この物質は、典型的には約２００
ｇ／ｍ２／日未満、又は約１００ｇ／ｍ２／日未満、又は約７５ｇ／ｍ２／日未満の湿気
透過速度を有する。
【００７９】
　図４～７を参照すると、物質により覆われたループフレーム部材２７は、前面パネル２
０、背面パネル３０及び側面パネル４０から構成される。側面パネル４０は、例えば、一
緒に結合してパネルを形成する連続性の物質片又は非連続性の物質片から構成されてもよ
い。前面パネル２０、背面パネル３０及び側面パネル４０に加えて、前部支持部材６０及
び後部支持部材６２が含まれてもよい。これらの支持パネルは、硬質であってもよく、可
撓性であってもよい。
【００８０】
　一般に、背面パネル３０は連続性の物質のウエブにより覆われているが、前面パネル２
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０は、容器１０の中へ物を入れることを可能にする開口部を含む。開口部は、図４で示さ
れているように、移動可能な閉鎖部材５０であってもよい。移動可能な閉鎖部材５０は、
典型的には、閉鎖位置にあるときに所定の位置に移動可能な閉鎖を保持するために、側面
パネル４０と重なり合う。移動可能な閉鎖部材５０は、容器１０に取付けることが可能な
扉を含んでもよいか、或いは部分的取り付けられていてもよい及び／又は容器１０から完
全に取り外し可能であってもよい。容器１０の前部、側部、及び後部の物質は、典型的に
は可撓性であり、折り畳み可能であり、丈夫であり、軽量であり、そして耐水性である物
質から構成され、この非限定例には、ナイロン、ポリエステル、プラスチック、マイラー
、不織布、ライクラ、スパンデックスなどが挙げられる。上記で示されたいずれの物質も
移動可能な閉鎖部材５０に好適であるが、典型的には移動可能な閉鎖部材５０の或る部分
は、伸縮性の物質から構成されてもよく、その非限定例には、ライクラ及びスパンデック
スが挙げられる。
【００８１】
　図４を参照すると、移動可能な閉鎖部材５０は、また、移動可能な閉鎖を保持するスリ
ーブ５９及び伸縮部材５８を含むことができる。移動可能な閉鎖保持スリーブ５９は、物
質中に狭い溝により形成される。伸縮部材５８は、移動可能な閉鎖保持スリーブ５９の中
に位置し、その伸縮性は、移動可能な閉鎖部材５０が側面パネル４０の周りの所定の位置
で保持されることを可能にする。この概念は、ぴったり合うように作られたベッドシート
と同様であり、伸縮部材５８及び移動可能な閉鎖部材５０を含む物質の伸縮性は、移動可
能な閉鎖部材５０を前部フレーム部材２２の周りに伸張し、次に前部フレーム部材２２の
周りに収縮して、移動可能な閉鎖部材５０を所定の位置にぴったりと合わせ、保持する能
力を提供する。好適な伸縮部材の一非限定例はバンジーコードである。加えて、他の物質
が閉鎖目的のために使用できることは当業者には明白であり、その非限定例には、磁石、
ジッパー、テープ、ジップ・ロック（ZipLock）（登録商標）シール、並びにフック及び
ループ形締結具、例えばベルクロ（VELCRO）（登録商標）が挙げられる。
【００８２】
　容器１０の全て又は一部は、内部が容易に見えるように半透明又は透明であってもよい
。図４及び９を参照すると、容器１０は、また、１つ以上の窓５２も含んでもよい。窓は
、容器１０のどこに配置されてもよい。一非限定例において、窓５２は、移動可能な閉鎖
部材５０に位置する。窓５２は透明であってもよい。窓５２が形成される好適な物質の非
限定例には、ポリエチレンテレフタレート（「ＰＥＴ」）、ポリエチレンテレフタレート
ギコール（gycol）（「ＰＥＴＧ」）、ポリカーボネート（「ＰＣ」）、ビニル、マイラ
ーなど、及びこれらの組み合わせである、硬質又は可撓性の透明な物質が挙げられる。典
型的には、窓５２は、移動可能な閉鎖部材５０が閉鎖した時、容器１０の内側の物体を見
るために十分に大きいサイズである。
【００８３】
　図４－５、及び図６を参照すると、側面パネル４０を覆う物質が、前面パネル２０及び
背面パネル３０を覆う物質の周辺部に取付けられている。これらは、スリーブ２６を保持
する前部フレーム、スリーブ３６を保持する後部フレーム、前部フレーム部材２２、及び
後部フレーム部材３２が容器１０の中に含有されるように取付けられている。スリーブ２
６及び３６をそれぞれ保持する前部及び後部フレームは、フレーム部材を包むためにウエ
ブの周囲に狭い溝を取付けることにより形成されてもよい。取付けの好適な方法には、縫
付、溶封、糊付など、及びこれらの組み合わせが挙げられるが、それらには限定されない
。
【００８４】
　前部フレーム部材２２のようなフレーム部材に追加の支持体を提供することが望ましい
場合、前面パネル２０及び背面パネル３０に加えて、前部硬質支持部材６０及び背側硬質
支持部材６２が使用されてもよい。前面パネル２０の開放性のため、物質は、前部フレー
ム部材２２を所望の配置に保持するための十分な張力を提供しない可能性がある。前部硬
質支持部材６０は、前部フレーム部材２２に方法を問わず接続しているときに、この追加



(15) JP 4510085 B2 2010.7.21

10

20

30

40

50

の支持を提供する。容器１０が図９Ｅで示されているように折り畳み形状であるとき、前
部及び後部硬質支持部材６０及び６２も、容器１０の周りにシェルを提供して、携帯を容
易に可能にする。前部及び背側硬質支持部材は、ＰＥＴ、ＰＥＴＧ、ＰＣ、高密度ポリエ
チレン（「ＨＤＰＥ」）、ポリプロピレン（「ＰＰ」）などのようなあらゆる硬質又は半
硬質物資から作製されてもよいが、より可撓性の物質及び布地から作製することもできる
。
【００８５】
　図７で示されている側部支持部材６４及び６６は、前部フレーム部材２２と後部フレー
ム部材３２との間に張力を提供して、分離したままである様に、前部フレーム部材２２と
背側フレーム部材３２の両方に取付けられてもよい。側部支持部材６４及び６６は種々の
材料から作製することができ、硬質プラスチック（その非限定例として、ＰＥＴ、ＰＥＴ
Ｇ、ＰＣ、ＨＤＰＥ、ＰＰを含む）、金属ワイヤのループなどが挙げられるがそれらには
限定されない。
【００８６】
　図８Ａ～８Ｄ及び９Ａ～９Ｅを参照すると、図７の骨格は、拡張された形状から部分的
に折り畳まれた形状までが示している。容器をその小さくなった状態に折り畳むために、
移動可能な閉鎖部材５０（図４及び１０を参照すること）は、容器１０から取り外されて
もよく、前部及び後部フレーム部材２２及び３２は、一緒に圧縮され、容器の上端が前方
へ丸められる。
【００８７】
　容器１０の上端は、小型のループを形成するように折り畳まれる。所望であればループ
は前部及び後部硬質支持部材６０及び６２の間に折り込まれてもよい。フレーム部材２２
及び３２を前部及び背側硬質支持部材６０及び６２の中に折り畳んだ後、移動可能な閉鎖
部材５０は丸められ、小型で保管及び移動の容易な容器１０を形成する。
【００８８】
　図４～５及び７を参照すると、所望であれば、外部懸架部材７０が扉、バーなどのよう
な構造から容器１０を吊すために使用されてもよい。外部懸架部材７０は、取付け部材９
０と接続されていてもよい。示されている実施形態では、ユーザーは、所望であれば外部
懸架部材７０を回すことによって、ドアフック７２又はロッドフック７４のいずれかを所
望により使用することができる。高さ調整スロット７６は、ユーザーが容器１０の吊す高
さの調整することを可能にする。図４を参照すると、ユーザーがこれらのコンポーネント
に届くことを補助するため、任意のハンドル７８が外部懸架部材７０に組み込まれ得る。
ストラップ７３のような可撓性部材が、外部懸架部材７０と容器１０とを接続するために
使用されてもよい。
【００８９】
　フックが使用される場合、それは折り畳みフックであってもよい。図４を参照すると、
折り畳みフック８０は、ユーザーが、折り畳まれた容器１０が吊されて且つ使用されてい
ないときに、より平らな構成にすることを可能にする。折り畳みフック８０は外部懸架ス
トラップ７３に取付けられている。ユーザーは、容器１０の可撓性フレームの上端を折り
畳みフック８６のアームの下を通して、前面パネルの上端と背面パネルの上端を締めるこ
とができる。
【００９０】
　図７、８Ａ～８Ｄ、及び９Ａ～９Ｅを参照すると、布地が内部懸架部材９５により容器
１０の中に吊されてもよい。内部懸架部材９５は、取付け部材９０と接続されている。内
部懸架部材９５は、布地が容器１０の中に吊されることを可能にするあらゆるものである
ことができ、その非限定例には、当業者によく知られているバー／ロッド、フック、ハン
ガーなどが挙げられる。取付け部材９０は、例えば、ポリエチレン又はポリプロピレンの
ような軽量プラスチックから作製されてもよい。
【００９１】
　容器１０は、フレームの支持により自立し得るか、例えば、外部懸架部材７０により表
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面から吊され得る。容器１０の中で吊されている布地は、所望であればしわの低減を改善
するために重りをかけること又は伸張することができる。重りをかけて伸張する装置は、
当業者に既知であろう。処理は、容器１０の中に置かれた後で、且つプロセスが始まる前
に機械的に伸張されるべく処理されてもよい。理論に束縛されるものではないが、布地の
伸張又はいわゆる引張りがプロセスの際のしわをゆるませることに役立つと考えられる。
【００９２】
　伸張系の非限定例には、重りをかけたクランプ、並びに軽量圧縮性又は伸縮自在伸張系
が挙げられ、この系はばねのような張力装置を含む。後者の系は、必要に応じて張力及び
方向を調節できると共に、洗浄及び清新装置に余分の重みを加えないという有益を有する
。使用される場合、これらの系は典型的には容器１０の底部に取付けられる。このような
系の一例は、自動車用のサンフィルタとして従来使用されている巻上げブラインドであり
、ハルフォーズ（Halfords）から市販されている。この系は、巻上げばね機構手段により
広げたり又は小さくしたりすることができる巻上げブラインドである。布地の引張りにこ
の系を適合させるためには、この系の僅かな変更が必要である。一非限定的な適合化は、
この系のハウジングを容器１０の底部に取付け、反対側に１つ以上のクランプを設けるこ
とを含み、それによって、容器１０の中の布地のクランプ留め、従って伸張又は引張りが
得られる。また、ばねの張力は、所定の布地に対して望ましい伸張力に調節できる。クラ
ンプの大きさは、この系に１つ以上のクランプが取り付け可能なように変えることができ
る。更に、別の変形は、系のハウジングの反対側に位置する巻き上げブラインド引張り系
に沿って又は部分的に沿って動く１つのクランプだけを有することに関わる。
【００９３】
　図４を参照すると、ファン作動系１０３と共にファン１００が含まれてもよい。容器１
０の底部の側面に取付けられているように示されているが、容器１０にファン１００及び
ファン作動系１０３を取付ける他の位置は、本発明の原理から逸脱することなく調整でき
る。ファン作動系１０３は、ファン１００が作動する適切な時間を決定する。ファン作動
系１０３は、電源、ユーザーインターフェース、並びに電子部品のプリント回路基盤を含
んでもよい。電子部品の一実施形態が下記で非常に詳細に考察される。電源は、６ボルト
を送達する４個の単三電池のセットのような電池であってもよい。ユーザーインターフェ
ースは、機械式のオン－オフスイッチ、ＬＥＤ光、又はユーザーと通信するのに利用可能
な他のあらゆる装置であり得る。プリント回路基盤は、ファン１００のＤＣモーターを操
作する制御回路網を含有する。一般論として、回路は、通常、電池と切断されていて電流
の流出がなく、それによって電池の寿命を維持する。機械式のスイッチが一瞬押されると
、回路にはリレーをラッチングすることにより動力が供給される。ＰＣＢは、また、布地
処理期間の間の特定の時にファン１００を操作できる、論理制御を含有する。バイメタル
感温性スイッチ（示されず）がファン１００を制御するために使用できる。このスイッチ
は、予め設定した温度範囲でモーターを回すように、自己加熱有益組成物に近接して配置
されてもよい。
【００９４】
　ファンアセンブリは、作動中にファンの手動操作を防ぐために使用され得る、格子付き
覆いを有するファンハウジング前面のような、特定の安全機能を含んでもよい。ファンモ
ータは、所定の場所に保持され、ファン取付け片によりファンアセンブリ１００の中央に
位置されてもよい。この目的のために使用されてもよい好適なファンは、軸及び遠心ファ
ンを含む。ファン及びファン吸気口は、容器１０の空隙内の空気の少なくとも一部分が再
循環するように、容器１０の内部の空隙内中にあってもよい。
【００９５】
　ファン１００により容器１０の中の布地の周りに生じる気流速度は、一般に約０．０５
ｍ／ｓ～約１０ｍ／ｓ、又は約０．１ｍ／ｓ～約５ｍ／ｓ、又は約０．５ｍ／ｓ～約２ｍ
／ｓである。加えてフィルタは、所望により、容器１０の内部又は外部に提供されてもよ
い。
【００９６】
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　図１１を参照すると、本発明に従って作製された別の容器の非限定実施形態が示される
。容器５００は、開口部１３０を介して利用できる、内部チャンバ２３０を画定する側面
パネル２１０を含む。開口部１３０は、典型的には、封止手段によって、容器５００が操
作中に覆われる。封止は、実質的にあらゆる既知の封止装置により達成することができ、
その非限定例には、磁石、ジッパー、テープ、ジップ・ロック（ZipLock）（登録商標）
シール、並びにフック及びループ形締結具、例えばベルクロ（VELCRO）（登録商標）が挙
げられる。
【００９７】
　容器５００は、プラスチック、布地、金属などのような、あらゆる適切な材料で構成す
ることができる。一非限定例において、側面パネル２１０、上部パネル３００、及び底部
パネル３６０は、ポリエチレン、ポリプロピレン、またはこれらの組み合わせのような、
プラスチックシート材料から構成されてもよい。このシート材料は、硬質又は可撓性であ
り得ることが理解されるべきである。パネル２１０、３００、及び３６０は、透明であり
得、又は所望であれば、他の物質から構成され得、その非限定例には、不透明の物質、Ｕ
Ｖ遮断物質、又はこれらの組み合わせが挙げられる。
【００９８】
　布地容器５００は、所望により、上部フレーム２８０、底部フレーム３４０、及び側部
フレーム２５０を更に含む。これらのフレームは、互いに別個の物であり得、又は単一構
造であり得る。これらのフレームの１つ以上が不在であり得る。所望であれば、硬質側面
パネルを本発明の容器構成に使用でき、ヒンジを折り畳みできる容器作製に使用できる。
【００９９】
　フレームが使用される場合、フレームは、拡張したときに半剛性の三次元構造体を形成
する、可撓性の折り畳み式構造体を形成してもよい。折り畳み式構造体の例は、例えば、
米国特許第５，０３８，８１２号（ノーマン（Norman）、１９９１年８月１３日発行）に
より既知である。一般に、ノーマン（Norman）において見出されたように、可撓性の折り
畳み式フレームは、比較的強度があるにもかかわらず、折り畳める程十分に可撓性のある
材料で形成される。代表的なフレーム材料は板ばね鋼である。１つ又は複数のフレームは
、容器の内部又は外部に縫付ける、接着する、ないしは別の方法で取付けることができる
。同様に、１つ又は複数のフレームは、緩く上に掛かっているか又はフレームにより拡張
されている容器布物質と共に自立することができる。
【０１００】
　通気口が使用されてもよい。通気口は別個の要素である必要はない。通気口３２０は、
容器５００の中のあらゆる位置に存在し得る。通気口は別個の要素である必要はない。具
体的には、容器５００は、継ぎ目及びシールを通した自然な漏れにより通気できる。ある
いは、完全に封止された内部チャンバが、特に内部チャンバ温度又は蒸気濃度を上げるた
めに使用され得る。
【０１０１】
　布地は、容器５００の内部チャンバ２３０の内部であらゆる適切な方法により吊るすこ
とができる。そのような一非限定的な方法が示されており、バー２４０がハンガー２６０
を吊すために提供される。本発明の一非限定実施形態において、基材４００を底面パネル
３６０の上に置くことができる。本明細書で示されていない別の非限定実施形態では、基
材４００は、容器５００の中で、例えば、ハンガー２６０に架けられている掛け布形状の
基材４００で吊されることができる。容器５００は、上記で記載されたように硬質フレー
ムの支持により自立することができるか、又は支持手段（示されず）から懸架部材２２０
により吊されることができる。容器５００が懸架部材２２０で吊される場合、フレームは
必要ではないが、フレームは、一般に内部チャンバ２３０の形状及び容量を制御及び維持
するために好ましい。
【０１０２】
　１つ以上の追加の有益剤を放出可能に含有してもよい単独の又は複数の基材は、本明細
書で記載される布地処理プロセスにおいて使用できることが理解される。更に、基材は、
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容器中の実質的にどこにでも置かれることができるか、又は上記で記載されたように容器
の外部に隣接して置かれることができる。
【０１０３】
　衣類３３０のような布地物品を通る乱空気流は、布地と空気の接触を改善する可能性が
あり、布地物品からの改善された悪臭除去をもたらす。乱空気流は、当業者に既知の多様
な方法のうちのいずれかによって実現できる。容器の内部チャンバの中に乱流を生じるこ
とができる方法の非限定例には、特別な設計の容器、容器内のバッフル、電池、太陽電池
又は他の入手可能な電源により作動されるファンが挙げられる。
【０１０４】
　通気口
　前記で示されたように、本発明は通気口を含有してもよい。通気口は数多くの目的のた
めに役割を果たすことができるが、典型的には通気口は、容器の内側の大気を容器の外側
の周囲空気と交換する方法を提供することに役立つように設計できる。これは処理後の布
地を乾燥するのに役立つ可能性がある。自動化された電池駆動式ファン系が、通気口と一
緒になって乾燥を達成するのに都合のよい方法である。この場合の通気口は、作動される
フラップを持つか若しくは持たない単一の開口であることができるか、又は物質の透過性
の性質により分配領域全体にわたって均一に通風する物質により容器を設計することによ
って達成できる。通気口の別の理由は、処理の時間とともに、少量の自己蒸気発生有益組
成物の蒸気を容器から逃がすことであってもよい。この例は、好ましい香料の匂い／香り
を、処理容器が作動している領域に放出することである。
【０１０５】
　布地を処理するキット
　自己蒸気発生有益組成物物品及び容器は、キットとして一緒に提供されてもよい。キッ
トとして提供されるとき、自己蒸気発生有益組成物は、容器の外部に位置してもよいし、
容器の内側に位置してもよい。容器は、自己蒸気発生有益組成物物品を保持するホルダを
含んでもよい。ホルダは、容器の外部又は内部のどこに位置されてもよい。ホルダは、自
己蒸気発生有益組成物が、容器の内部に位置していてもよい布地と混ざり合うように、容
器の内部と流体連通してもよい。好適なホルダには、当業者には容易に知られているもの
が挙げられ、その一つの非限定例は小袋である。所望であれば、自己蒸気発生有益組成物
は、直接小袋の中に入れることができる。同様に、追加の有益組成物が使用される場合、
自己蒸気発生有益組成物の中に直接組み込まれることができるか、又は別の非限定例とし
ては、小袋に直接添加できる。
【０１０６】
　所望であれば、本発明の自己蒸気発生有益組成物物品は、天然の折り畳み点を含んでも
よく、従って物品を梁、ハンガーなどに掛け布状に架けることができる。逆に言えば、所
望であれば、物品は容器のどこにでも位置することができ、例えば、ポケットの中に落ち
ていることができるか又は容器に取付けられていることができる。物品は、また、物品か
らの蒸気が容器の中に入ることができる限り、容器の外側に位置することができる。
【０１０７】
　自己学習型商品
　本発明は、また、１）本発明の自己蒸気発生有益組成物、及び２）布地を洗浄／清新す
るために本発明の方法をどのように利用するかをユーザーに指示する一連の説明、を含む
商品を含む。
【０１０８】
　一つの実施形態において、商品は、一連の説明に関連して本発明の自己蒸気発生有益組
成物を含み、ここで、説明は、布地に有益を提供する方法にユーザーが従うように指示を
する。例えば、一つの実施形態において、そのような説明は、１）自己蒸気発生有益組成
物を容器の中に置くこと、２）布地を容器の中に置くこと、及び３）自己蒸気発生有益組
成物を活性化すること、をユーザーに指示する。
【０１０９】
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　本明細書において、「関連する」は、そのような説明を参照するとき、一連の説明を自
己蒸気発生有益組成物及び／又は容器の消費者に知らせるように、説明が、自己蒸気発生
有益組成物の上に直接印刷されている;自己蒸気発生有益組成物及び／又は容器のパッケ
ージの上に直接印刷されている；自己蒸気発生有益組成物及び／又は容器のパッケージに
付いているラベルに印刷されている；或いはパンフレット、活字広告、電子広告、放送若
しくはインターネットでの広告、及び／又は他の媒体が挙げられるが、それらには限定さ
れない異なる方法により表されるもののいずれかであることを意味する。
【０１１０】
　方法
　自己蒸気発生成分プレミックスのタップ密度を決定する方法
　タップ密度は、沈殿をもたらすために容器を軽くたたいた後の物質の嵩密度を意味する
。以下は自己蒸気発生成分プレミックスのタップ密度を決定する方法を提供する。
【０１１１】
　測定される物質の試料の全てを蓋の付いた大型の容器の中に注ぐ。容器を、試料を十分
に混合するために混転し回転する。１００ｍｌのメスシリンダーが天秤の上に置かれ、風
袋でゼロにする。次に容器の試料は、シリンダーが約１／２から３／４まで充填されるま
で、シリンダーの中に入れられる。充填されたメスシリンダーをタップ密度試験機と接続
し、タップ番号を６００に設定する（好適なタップ密度試験機はヴァンケル・インダスト
リーズ（VanKelIndustries）（ニュージャージー州エジソン（Edison））から入手可能な
ＶＫ－５０－１００単一プラットフォームユニットである）。軽くたたくことが完了する
と、シリンダーが取り外され、物質の容量が記録される。タップ密度が次の方程式により
決定される。　
　タップ密度（ｇ／ｍｌ）＝Ｗ／Ｙ、式中：
　Ｗ＝試料の重量（ｇ）
　Ｙ＝試料のタップ容量（ｍｌ）
【実施例】
【０１１２】
　自己蒸気発生有益組成物
　本発明で用いる自己蒸気発生有益組成物は以下のようにして調製されてもよい。
【０１１３】
　自己蒸気発生成分プレミックス：
　１００ｋｇの自己蒸気発生成分プレミックスは、以下のようにして作製できる。
　５．５８ｋｇの活性炭をミキサーに加える。この目的に好適なミキサーは、リトルフォ
ード・デイ・ミキサー（LittlefordDayMixer）である。４．２８ｋｇの水をミキサーに加
え、１０分間混合する。８３．１４ｋｇの海綿鉄をミキサーに加え、３分間混合する。７
ｋｇのＡＧＭ（ポリアクリレート吸収性ゲル材料）をミキサーに加え、１２分間混合する
。次にこのプレミックスは容器に添加される。
【０１１４】
　ブライン：
　１００ｋｇのブラインは以下のようにして作製できる。　
　８８．３ｋｇの水（軟水が使用されてもよい）をミキサーに加える。１０．４ｋｇの塩
化ナトリウム及び１．３ｋｇのチオ硫酸ナトリウムをミキサーに加え、１５分間混合する
。次にブライン溶液が容器に添加される。
【０１１５】
　自己蒸気発生熱セル：
　ブライン溶液が、最終上包み容器に包装する少し前に、自己蒸気発生成分粉末プレミッ
クスに添加されるか、又は最終上包みに包装する少し前に、粉末プレミックスを含有する
基材に添加される。所望であれば、１つ以上の追加の有益剤が、自己蒸気発生熱セルに添
加されてもよい。これの非限定例には、有益剤を炭素に加えること、形成されたプレミッ
クスに加えること、混合物を含有する不織布基材に加えること、又はこれらの組み合わせ
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【０１１６】
　本発明の特定の実施形態が説明及び記載されてきたが、本発明の精神及び範囲から逸脱
することなく他の様々な変更及び修正を行えることが当業者には明白であろう。従って、
本発明の範囲内にあるそのような全ての変更及び修正を、添付の特許請求の範囲で扱うこ
とが意図される。本明細書で引用される全ての文献は、関連部分において参考として組み
込まれる。いかなる文献の引用も、それが本発明に関する先行技術であることを承認する
ものとして解釈されるべきではない。
【０１１７】
　本発明は、以下の説明を添付図面と併せることで、より良く理解されると考える。
【図面の簡単な説明】
【０１１８】
【図１】本発明に従って作製された自己蒸気発生有益組成物物品の実施形態の平面図。
【図２】本発明に従って作製された自己蒸気発生有益組成物物品の代替的実施形態の平面
図。
【図３Ａ】本発明に従って作製された自己蒸気発生有益組成物物品の別の代替的実施形態
の平面図。
【図３Ｂ】図３Ａの実施形態の正面図。
【図４】本発明に従って作製された容器の正面斜視図。
【図５】図４の容器の背面斜視図。
【図６】図４の容器の線６－６に沿って見た断面図。
【図７】図４の容器の骨格の斜視図。
【図８Ａ】図７の容器を示す側面図。
【図８Ｂ】図７の容器を示す側面図。
【図８Ｃ】図７の容器を示す側面図。
【図８Ｄ】図７の容器を示す側面図。
【図９Ａ】図７及び図８Ａ～８Ｄの容器を示す背面斜視図。
【図９Ｂ】図７及び図８Ａ～８Ｄの容器を示す背面斜視図。
【図９Ｃ】図７及び図８Ａ～８Ｄの容器を示す背面斜視図。
【図９Ｄ】図７及び図８Ａ～８Ｄの容器を示す背面斜視図。
【図９Ｅ】図７及び図８Ａ～８Ｄの容器を示す背面斜視図。
【図１０】本発明に従って作製された好適な閉鎖部材の斜視図。
【図１１】本発明に従って作製された容器の別の実施形態の正面斜視図。
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【図７】 【図８Ａ】
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【図８Ｂ】 【図８Ｃ】

【図８Ｄ】 【図９Ａ】

【図９Ｂ】
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【図９Ｃ】

【図９Ｄ】

【図９Ｅ】

【図１０】 【図１１】
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